
地方選挙早わかり新旧対照表� （令和７年７月１日発行）

ページ 該当箇所 旧 新

23

候補者届出書
（本人届出） 選   　　挙

添 付 書 類
選   　　挙

当該選挙に係る議員又は長と兼ねることが
できない職にある者についてはその職名

添 付 書 類
※　上記のように、新たな欄を１項目追加する。
　　（令和7年総務省令第64号）

備考 ４　「職業」欄には、職業をなるべく詳細に
記載し、Ａ市議会議員と兼ねることができな
い職にある者についてはその職名を記載し
なければならず、地方自治法第92条の2（兼
職の禁止）又は第142条（長の兼業の禁止）
に規定する関係にある者についてはその旨
を記載しなければならない。

４　「職業」欄には、職業をなるべく詳細に記
載し、地方自治法第92条の2又は第142条に規
定する関係にある者についてはその旨を記載
しなければならない。

33

候補者届出書
（推薦届出） 選   　　挙

添 付 書 類
選   　　挙

当該選挙に係る議員又は長と兼ねることが
できない職にある者についてはその職名

添 付 書 類
※　上記のように、新たな欄を１項目追加する。

95 最終行 （誤）ンスタグラム （正）インスタグラム

161

実費弁償項目 鉄道賃、船賃、車賃 鉄道賃、船賃、車賃等

鉄道賃、船賃、
車賃等

③　航空賃＝航空旅行について、路程に応じ
旅客運賃等により算出した実費額

③　車賃＝陸路旅行 ④　車賃＝陸路旅行

164
新規に追加 ③　航空賃　航空旅行について、路程に応じ

旅客運賃等により算出した実費額

番号の修正
（繰下げ） ③④⑤⑥ ④⑤⑥⑦

184 最終行 ＝法定得票数（供託物没収点） ＝供託物没収点

185 上から2行目 ＝法定得票数（供託物没収点） ＝供託物没収点

189 下から4行目 都道府県知事の選挙を除く 削除


